
通勤手当の支給方法について（初回認定時）

１箇月当たりの定期券の　

価額が　

１箇月当たりの定期券の　

価額の合計が一

※従来どおり

　　「１箇月当たりの定期券の価額の合計」 に

　  「交通用具に係る手当額」 を加えた額が

　　「１箇月当たりの定期券の価額の合計」 に

　  「交通用具に係る手当額」 を加えた額が

※　特別急行料金等に係る通勤手当は５頁先に掲載。

交通用具使用者

併用者

利用する交通機関は１つ

利用する交通機関は複数

交通機関等利用者

距離区分による手当額を
毎月支払う。

利用する交通機関は１つ

６箇月等定期券の価額により，６箇月等定期券
の通用期間ごとに支払う。

「55,000円×支給単位期間の月数」の額を，６
箇月等定期券の通用期間ごとに支払う。

それぞれの６箇月等定期券の価額を，それぞ
れの６箇月等定期券の通用期間ごとに支払う。

「55,000円×最長支給単位期間の月数」の額
を，最も長い定期券の通用期間ごとに支払う。

 55,000円以内である。

 55,000円を超える。

 55,000円以内である。

 55,000円を超える。

６箇月等定期券の価額を６箇月等定期券の通
用期間ごとに支払い，交通用具に係る距離区
分による手当額を毎月支払う。

 55,000円以内である。

 55,000円を超える。

 55,000円以内である。

 55,000円を超える。

利用する交通機関は複数

それぞれの６箇月等定期券の価額をそれぞれ
の６箇月等定期券の通用期間ごとに支払い，交
通用具に係る距離区分による手当額を毎月支
払う。

「55,000円×最長支給単位期間の月数」を最も
長い定期券の通用期間ごとに支払う。

「55,000円×支給単位期間の月数」を６箇月等
定期券の通用期間ごとに支払う。
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